
工事成績を活用した「工事成績条件付一般競争入札」の試行について 

 

  

潮来市では、優良事業者の育成を図るため工事成績の条件付一般競争入札制度を導入

します。 

つきましては、以下のとおり工事成績を活用した入札を試行していきますので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

１ 対象案件 

 次に掲げる（1）から（３）までの要件を満たす入札案件に適用する。 

（１） 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事及びその他の工事の条件付一般競争入

札（適用外工事を除く。）とする。 

 

＜適用外工事とは＞ 

・単価契約でする工事 

・その他特殊な工法により施工する工事 

・前２号に掲げるもののほか、特に適用を除外する必要があると認めた工事 

 

（２） 市内に本店のある業者のみを入札参加対象者とする 

 

（３） 予定価格が 2,500 万円以上（税込み）5,000 万円未満の入札案件とする。 

 

 

２ 工事成績条件付き一般競争入札概要について 

 

（１） 概要 

従来の入札参加資格を満たした条件に加え、工事成績条件を満たした者に対して入

札参加資格を認めるもの。 

 

（２） 工事成績条件を満たしたもの 

① 当該年度を含めず、前２年度において、完成した評価対象工事の中で工事成績

評価の点数が 78 点以上の者。但し、欠格要件に該当するものは除く。 

 



② 潮来市が発注した工事のうち、工事完成時の契約金額が 500 万円以上で、工事

成績評定結果の通知を受けたもの。ただし、共同企業体として施工した場合は

代表構成員として施工した者に限る。 

 

（３）欠格要件に該当する者 

① 前 2 年度の評価対象工事に 65 点未満の工事成績のある者 

 

② 発注案件の条件適用期間内（前 2 年度及び当該案件発注まで）に潮来市建設工

事請負業者指名停止等措置要領（平成８年１０月３日告示第５２号）の規定による

指名停止を受けた者又は、指名停止を受けている者 

 

３ 適用期間 

    当面の間運用し、試行の結果により本格運用への移行を検討していく。 

 

４ その他 

① 発注本数は、特別枠として年間 1～2 本とする。 

② 予定時期は年度の第 1 四半期及び第 3 四半期に発注する予定。 

 

 

 

 

 

 


